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◆　はじめに　司馬の遺したメッセージ

◆　
は
じ
め
に

司
馬
の
遺
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

「
こ
の
国
の
か
た
ち
」
は
、司＊
馬
遼
太
郎
が
み
ず
か
ら
の
歴
史
エ
ッ
セ
イ
に
付
し
た
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。
そ
の

連
載
が
『
文
藝
春
秋
』
誌
上
で
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
司
馬

の
急
逝
に
よ
り
、足
か
け
十
年
に
お
よ
ん
だ
そ
の
連
載
は
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
で
中
断
さ
れ
た
。
の
ち
に
全

六
巻
の
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
、
さ
ら
に
文
庫
化
も
さ
れ
て
、
い
ま
も
多
く
の
人
び
と
に
読
み
つ
が
れ
て
い
る
。

あ
つ
か
わ
れ
た
題
材
は
、
古
代
か
ら
近
現
代
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
。
と
は
い
え
、
自
ら
も
歴
史
の
当
事
者
と

し
て
生
き
た
旧
憲
法
下
で
、
天
皇
の
専
権
事
項
と
さ
れ
た
陸
海
軍
の
「＊
統
帥
権
」
が
、
つ
い
に
は
軍
部
の
暴
走

【
司
馬
遼
太
郎
】
大
正
十
二
（
一
九
二
三
）
年
～
平
成
八
（
一
九

九
六
）
年
。
大
阪
生
ま
れ
の
小
説
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。
昭

和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
、
旧
制
の
大
阪
外
国
語
学
校
（
現
在

の
大
阪
大
学
）
蒙
古
語
学
科
に
入
学
。
翌
年
、
学
徒
出
陣
に
よ

り
入
営
し
、
戦
車
部
隊
に
配
属
さ
れ
て
満
州
へ
渡
る
。
昭
和
二

十
（
一
九
四
五
）
年
、
本
土
決
戦
に
備
え
て
新
潟
の
部
隊
に
転

属
、
帝
都
防
衛
の
た
め
戦
車
で
移
動
中
、
栃
木
県
佐
野
市
で
終

戦
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
戦
後
は
新
聞
社
に
勤
め
、
在
職

中
に
書
い
た
『
梟
の
城
』
で
直
木
賞
を
受
賞
。
翌
昭
和
三
十
六

（
一
九
六
一
）
年
に
退
社
し
、以
後
小
説
家
と
し
て
執
筆
活
動
に

専
念
す
る
。
代
表
作
に
『
竜
馬
が
ゆ
く
』『
燃
え
よ
剣
』『
国
盗

り
物
語
』『
坂
の
上
の
雲
』
な
ど
が
あ
る
。『
街
道
を
ゆ
く
』
を

は
じ
め
と
す
る
多
数
の
随
筆
・
紀
行
文
な
ど
を
執
筆
し
、
東
西

文
明
を
広
く
見
渡
す
視
点
か
ら
活
発
な
批
評
活
動
を
展
開
し
た
。
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の
国
の
か
た
ち
」
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
か
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い

た
。
そ
う
し
た
趨
勢
に
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
そ
の
方
向
性
を
探
る
べ
く
、
司
馬

は
過
去
の
歴
史
に
ヒ
ン
ト
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

で
あ
る
な
ら
、「
こ
の
国
の
か
た
ち
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
い
か
に
も
意
味
深
長
に
響
く
。
実
の
と
こ
ろ
こ

れ
は
、
か
つ
て
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
た
あ
の
〈
國
體
〉
の
語
の
、「
再
現
」
と
ま
で
は
い
え
な
い
に
し
て
も
、「
言

い
換
え
」
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
）
（
（

。

〈
國
體
〉
の
語
は
江
戸
期
以
前
の
文
献
に
あ
ま
り
見
え
ず
、
明
治
近
代
国
家
の
創
設
と
骨
が
ら
み
に
、
新
た
に

を
招
き
、
日
本
を
不
毛
な
戦
争
へ
と
駆
り
た
て
た
戦
前
の
歴
史
の
推
移
を
、
本
来
あ
る
べ
き
「
こ
の
国
の
か
た

ち
」
か
ら
の
〈
逸
脱
〉
と
し
て
批
判
的
に
捉
え
か
え
す
点
に
、
そ
の
執
筆
の
主
た
る
ね
ら
い
は
あ
っ
た
。
ロ
ン

ド
ン
海
軍
軍
縮
会
議
（
昭
和
五
／
一
九
三
〇
年
）
に
端
を
発
し
た
「
統
帥
権
干
犯
問
題
」
は
、
当
時
野
党
の
側
に

あ
っ
た
政
友
会
が
こ
れ
を
政
争
の
具
に
利
用
し
た
こ
と
で
右
翼
の
テ
ロ
を
誘
い
、
さ
ら
に
軍
部
が
こ
れ
に
便
乗

し
て
ク
ー
デ
タ
ー
ま
が
い
の
策
謀
を
く
り
返
し
、
つ
い
に
は
議
会
政
治
の
息
の
根
を
と
め
た
。
そ
う
し
た
歴
史

経
過
へ
の
批
判
の
視
点
が
、
以
後
の
司
馬
の
全
仕
事
を
そ
の
背
後
で
支
え
た
。

タ
イ
ト
ル
の
「
こ
の
国
の
か
た
ち
」
に
つ
い
て
、
司
馬
は
、
た
ま
た
ま
思
い
つ
い
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
よ

う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
）
（
（

。
し
か
し
、
表
現
の
細
部
に
と
こ
と
ん
こ
だ
わ
り
、
一
言
一
句
に
ま
で
細
心
の
注
意

を
怠
ら
な
い
司
馬
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
考
え
に
考
え
ぬ
い
た
末
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た

は
ず
だ
。
連
載
の
続
け
ら
れ
て
い
た
昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年
か
ら
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年
ま
で
の
十

年
間
に
、
日
本
で
は
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
、「
失
わ
れ
た
十
年
」
と
呼
ば
れ
た
そ
の
後
の
低
迷
状
態
か
ら
容
易
に
抜

け
出
せ
ず
に
い
た
。
眼
を
世
界
に
転
ず
れ
ば
、ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
と
と
も
に
東
西
冷
戦
構
造
が
終
結
し
、ア

メ
リ
カ
主
導
の
自
由
主
義
市
場
経
済
が
地
球
全
域
を
覆
う
歴
史
的
な
転
換
期
に
行
き
あ
た
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ

る
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
到
来
で
あ
る
。
こ
う
し
た
先
行
き
不
透
明
な
時
代
に
あ
っ
て
、
日
本
の
国
家
と

し
て
の
輪
郭
（
独
立
国
家
と
し
て
の
自
律
性
）
も
、限
り
な
く
ぼ
や
け
て
く
る
。
つ
ま
り
は
、い
う
と
こ
ろ
の
「
こ

【
統
帥
権
】軍
隊
の
最
高
指
揮
権
を
い
う
。
大
日
本
帝
国
憲
法
第

十
一
条
に
「
天
皇
ハ
陸
海
軍
ヲ
統
帥
0

0

ス
」、
第
十
二
条
に
「
天

皇
ハ
陸
海
軍
ノ
編
成
及
常
備
兵
額
ヲ
定
ム
」
と
あ
り
、
陸
海
軍

に
対
す
る
天
皇
の
軍
事
命
令
権
と
軍
編
成
権
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
条
文
に
基
づ
い
て
、
天
皇
の
「
統
帥
権
」
は
首
相
・

閣
議
と
の
合
議
を
必
要
と
し
な
い
専
決
事
項
と
さ
れ
、
参
謀
本

部
長
お
よ
び
陸
海
軍
大
臣
は
、
軍
事
に
か
か
わ
る
事
案
に
つ
い

て
、
首
相
・
内
閣
に
諮
る
こ
と
な
く
、
天
皇
に
直
接
上
申
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

　

軍
部
は
ま
た
、
第
十
二
条
の
軍
編
成
権
に
基
づ
き
、
文
官
で

は
な
く
現
役
の
武
官
を
大
臣
に
就
任
さ
せ
る
こ
と
で
、
内
閣
を

内
側
か
ら
揺
さ
ぶ
り
、
総
辞
職
に
追
い
込
む
な
ど
し
て
、
軍
政

が
議
会
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
シ
ビ
リ
ア
ン
・

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
効
か
な
い
状
態
が
次
第
に
恒
常
化
し
て
い
っ

た
。
ロ
ン
ド
ン
海
軍
条
約
締
結
を
め
ぐ
る
昭
和
五（
一
九
三
〇
）

年
の
統
帥
権
干
犯
問
題
や
、
昭
和
十
三
（
一
九
三
八
）
年
の
宇

垣
内
閣
の
組
閣
妨
害
な
ど
は
、
軍
部
が
統
帥
権
の
独
立
を
盾
に

と
っ
て
統
治
を
左
右
し
た
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
。


